
掲示期間 2.17 – 2.26 

 

新潟市消防局証明事務取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年２月１７日 

新潟市消防局長 阿部 一彦 

新潟市消防局訓令第５号 

新潟市消防局証明事務取扱規程の一部を改正する規程 

新潟市消防局証明事務取扱規程（昭和５８年新潟市消防局訓令第２３号）の一部を次の

ように改正する。 

本則（第２条第１号及び第８号第２号を除く。）中「災害」を「火災」に改める。 

第２条第１号中「及びその他災害（以下「災害」という。）」を削り、「災害の生じた

地域を所管する」を「当該火災の原因調査に着手した」に改める。 

第８条第１号ウ中「自動車運転免許証等」を「運転免許証等」に改め、同条第２号イを

削り、ウをイとする。 

別記様式第１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号（第６条関係） 

  



         「          「 

別記様式第６号中       を  を          に改める。 

」          」 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

り 災 物 件 の 

所在地・名称 

り災した場所

及 び 名 称 


